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ダム等の管理に係るフォローアップ制度の概要

フォローアップ制度は、国土交通省及び水資源機構の管理ダム等を対象に、学識経験者で構
成されるフォローアップ委員会を開催し、管理段階における洪水調節実績、環境への影響等の
調査結果から分析・評価を行い、当該ダム等の適切な管理に資することを目的としています。
このフォローアップ制度の実施にあたっては、年次報告書（毎年）を作成し、これを 5年毎に定

期報告書としてまとめ、フォローアップ委員会の審議に供しています。

また、ダム建設事業やダム周辺環境整備事業（ダム湖活用環境整備事業、ダム貯水池水質保
全事業、ダム水環境改善事業）の事後評価についてはフォローアップ委員会にて審議します。

フォローアップ制度の構成

フォローアップ対象ダム等

年次報告書の作成
（毎年）

会議終了の都度、議事内容
の概要を公表

フォローアップ委員会

フォローアップ調査

調査の実施・分
析等への意見

全ての直轄・水機構ダム等対象

定期報告書の作成
（5年毎）

事後評価の実施

（完了後5年以内）

• ダム建設事業

• ダム周辺環境整備事業



１ フォローアップ制度の位置づけ

【国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領（H15.4.1） 第４ １．（６）】

「ダム等の管理に係るフォローアップ制度」の対象となるダム事業において、当該制度

に基づいた手続きが行われる場合については、本要領に基づく事後評価の手続きが

行われたものとして位置付けるものとする。

２ 事業評価監視委員会への報告

【河川及びダム事業の事後評価実施要領細目（H16.1.9） 第４ １．（４）】

実施要領第４ １．（６）の規定に基づき手続きを行った場合には、その結果を事業評

価監視委員会に報告するものとする。

フォローアップ制度による事後評価の扱い



中国地方ダム等管理フォローアップ対象施設

《 中国地方におけるフォローアップ対象施設 ： 8ダム3堰 》
菅沢ダム、土師ダム、島地川ダム、弥栄ダム、八田原ダム、温井ダム、
苫田ダム、灰塚ダム、高瀬堰、坂根堰、芦田川河口堰

 

灰塚ダム

苫田ダム
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土師ダム ダム湖活用環境整備事業の
フォローアップ委員会審議経緯

日 時 開催会議名称 審 議 事 項

平成16年
11月25日

土師ダム現地視察会 ・土師ダム概要説明
・定期報告書とりまとめ方針
・土師ダム ダム湖活用環境整備事業事後評価書とりまとめ方針

平成17年
３月17日

第９回委員会 ・土師ダム定期報告書の審議
・土師ダム ダム湖活用環境整備事業事後評価書の審議

平成17年
３月18日

－ ・河川局長への事後評価結果の報告



Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区

スポーツ・観察ゾーン 親水レクリェーションゾーン ダム展望・学習ゾーン

国

・生態湿地公園
・遊歩道
・スラロームカヌーコース
・八千代湖ふれあい大橋

のどごえ公園
・湖上ステージ
・親水護岸

・展望、休憩施設
・ダム見学施設

町

・テニスコート ・レーシングカヌーコース
・レイクスタディスポーツセンター
・ＢＭＸコース

整備内容

整備地区

土師ダム ダム湖活用環境整備事業の概要

Ａ地区
Ｂ地区

Ｃ地区



土師ダム施設利用状況写真

平成６年 広島アジア大会

平成８年 国民体育大会

のどごえ公園

環境学習会（生態湿地公園）



事後評価結果

事業評価の理由 事業完了後一定期間が経過

今後の事業評価実施
の必要性

自然に配慮した「土師ダムダム湖活用環境整備事業」の実
施により、土師ダム周辺に「自然豊かな、憩える空間」が出
現し、安定的な利用が見られる。したがって、今後の事後評
価の必要はないと考えられる。

改善措置の必要性 利用者の満足度が高く、圏域及び近隣の人々に安定的に利
活用されていることから、改善措置の必要性はない。

同種事業の計画・調
査のあり方や事業評
価手法の見直しの必
要性

今後、ダム湖活用環境整備事業に関しては、利用実態の変
化状況を把握し、活用実態を反映した評価手法について検
討する必要がある。

対応方針

事業主体：国土交通省中国地方整備局

水系等名：江の川水系江の川

事 業 名：土師ダムダム湖活用環境整備事業

評価実施：中国地方ダム等管理フォローアップ委員会
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